
 

函館市社会福祉施設整備基金の設置および管理に関する条例 

（設置） 

第１条 社会福祉事業の用に供する施設の整備に要する経費を補助するため，函館市社会福祉施設

整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金は，予算の定めるところにより積み立てるものとする。 

（基金の保管） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。 

（貸付けおよび繰替運用） 

第４条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間および利率を定め

て，基金に属する現金を各会計に貸し付け，または各会計の歳計現金もしくは現金に繰り替えて

運用することができる。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は，函館市一般会計の歳入歳出予算に計上して，社会福祉事業

の用に供する施設の整備に要する経費の補助に充てるものとする。 

（補助の対象等） 

第６条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉法人であつて，同法第２条

に規定する社会福祉事業の用に供する施設を市の区域内に有するものが，当該施設に係る建物お

よび設備の整備を行う場合において，その整備に要する経費のうち規則で補助の対象として定め

る経費（次項において「補助対象経費」という。）の総額が１施設につき150万円以内のものにつ

いて，予算の範囲内で補助する。 

２ 前項の補助は，補助対象経費の総額の２分の１以内とする。 

（処分） 

第７条 市長は，第１条の基金の設置の目的のため必要があると認めるときは，基金の全部または

一部を函館市一般会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。 

（規則への委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第４条から第６条まで〔中略〕の規定は，昭和



 

50年４月１日から施行する。 

２ 函館市特別会計条例（昭和39年函館市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

３ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和40年函館市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（昭和53年10月23日条例第33号） 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第５条第１項の改正規定は，昭和54年４月１日か

ら施行する。 

附 則（昭和62年３月16日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年12月21日条例第33号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２年３月13日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３年３月15日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月12日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月26日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月25日条例第４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成７年３月30日条例第21号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月26日条例第４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月14日条例第３号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成９年12月18日条例第50号） 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，〔中略〕第３条中函館市社会福祉施設整備基金の



 

設置および管理に関する条例第６条の改正規定（同条を第７条とする部分を除く。）〔中略〕は，

平成10年３月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月12日条例第５号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成11年３月10日条例第５号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月16日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成12年９月28日条例第58号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成13年３月16日条例第４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成14年３月15日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成15年３月13日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成15年12月17日条例第50号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第１条第６号から第８号までおよび第10号から第14号までに規定する交通災害共済事

業特別会計，育英資金特別会計，函館市社会福祉施設整備資金特別会計，函館市在宅福祉ふれあ

い資金特別会計，函館市国際交流資金特別会計，函館市青少年芸術教育奨励資金特別会計，函館

市西部地区歴史的町並み資金特別会計および函館市スポーツ振興資金特別会計に係る平成15年度

の収入および支出ならびに決算については，なお従前の例による。 

３ 前項に規定する各特別会計に係る債権および債務は，函館市一般会計に帰属するものとする。 

附 則（平成16年３月16日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月15日条例第３号） 

この条例は，公布の日から施行する。 



 

附 則（平成18年３月14日条例第４号） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和40年函館市条例第22号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 

附 則（平成19年３月14日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月24日条例第14号） 

この条例は，公布の日から施行する。 


